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広島県告示第千百二十号


　介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十六条第一項の規定によって、指定居宅介護支援事業者として次の者を指定した。


　　平成十九年十一月十九日


広島県知事  藤　　田　　雄　　山


		指定居宅介護支援事業者

		居宅介護支援事業を


行う事務所

		指定年月日



		名称

		主たる事務所


の所在地

		名称

		所在地

		



		有限会社ソフィア

		広島市安佐北区三入六丁目一―二

		ソフィア居宅介護支援事業所

		広島市安佐北区三入六丁目一―二

		平成一九年九月一日



		株式会社　ファイネス

		広島市佐伯区楽々園三丁目二―九

		居宅介護支援事業所ファイネス

		広島市佐伯区五日市町美鈴園四番二号

		平成一九年九月一日



		株式会社ハーモニー

		呉市西中央一丁目六番三五号

		ハーモニー広島西居宅介護支援事業所

		広島市佐伯区八幡東四丁目二六番五号

		平成一九年九月一日



		株式会社アールエフ

		広島市安佐北区口田南九丁目一八番二七号

		シナモン居宅介護支援事業所

		広島市東区戸坂大上四丁目二一番九号

		平成一九年一〇月一日



		医療法人社団聖愛会

		広島市東区牛田本町三丁目六番四号

		医療法人社団聖愛会とやま居宅介護支援事業所

		広島市安佐南区沼田町吉山風呂ノ元九八〇―一

		平成一九年一〇月一日



		株式会社クォーレ

		広島市佐伯区五日市町石内九六五番地

		居宅介護支援事業所「クォーレ」

		広島市佐伯区五日市町石内九六五

		平成一九年一〇月一日



		ウエルビィ株式会社

		東京都港区六本木六丁目一〇番一号

		サンキ・ウエルビィ介護センター亀山

		広島市安佐北区亀山二丁目一五―三三

		平成一九年一一月一日



		ウエルビィ株式会社

		東京都港区六本木六丁目一〇番一号

		サンキ・ウエルビィ介護センター広島東

		広島市東区曙五丁目三番五号

		平成一九年一一月一日



		ウエルビィ株式会社

		東京都港区六本木六丁目一〇番一号

		サンキ・ウエルビィ介護センター広島西

		広島市西区楠木町一丁目一〇番二四号

		平成一九年一一月一日



		合同会社しーがる

		尾道市美ノ郷町三成二二七番地六

		合同会社しーがる介護支援事業所

		尾道市美ノ郷町三成二二七番地六

		平成一九年一一月一日



		ウエルビィ株式会社

		東京都港区六本木六丁目一〇番一号

		サンキ・ウエルビィ介護センターはつかいち

		廿日市市住吉一丁目三番三一号

		平成一九年一一月一日



		特定非営利活動法人芸南たすけあい

		呉市中通一丁目二番三一号　ふれあい会館内

		特定非営利活動法人芸南たすけあい熊野居宅介護支援事業所

		安芸郡熊野町神田八九番地

		平成一九年一一月一日





















































